
Ｎ
Ｔ
Ｔ
西
日
本
グ
ル
ー
プ
各

社
で
来
年
４
月
に
ス
タ
ー
ト
す
る

エ
リ
ア
社
員
（
仮
称
）
制
度
の
賃

金
詳
細
が
労
働
組
合
に
提
示
さ
れ

ま
し
た
。
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
等
の

イ
メ
ー
ジ
は
図
表
の
通
り
で
す
。

資
料
に
よ
る
と
、
賃
金
体
系
は
、

資
格
等
級
（
エ
リ
ア
社
員
資
格
４

～
１
級
）
で
区
切
ら
れ
た
資
格
賃

金
、
そ
れ
に
加
給
、
成
果
手
当
、

役
割
手
当
、
調
整
加
算
等
で
構
成

さ
れ
、
賃
金
配
分
も
西
日
本
本
体

と
同
様
に
成
果
手
当
の
比
重
が
大

き
く
な
っ
て
い
ま
す
。
（
表
1
参

照
）問

題
な
の
は
昇
給
の
抑
制
・
頭

打
ち
の
構
造
で
す
。
エ
リ
ア
社
員

登
用
時
に
は
登
用
前
の
賃
金
月
額

が
保
証
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
後
の

昇
給
（
加
給
昇
給
等
）
が
調
整
加

算
に
よ
っ
て
抑
制
さ
れ
る
仕
組
み

と
な
り
２
級
以
上
へ
の
昇
格
が
な

け
れ
ば
、
（
表
2
）
に
示
し
た

「
調
整
上
限
額
」
を
超
え
る
こ
と

が
で
き
ず
昇
給
頭
打
ち
と
な
り
ま

す
。
参
考
の
た
め
、
現
行
の
グ
ル
ー

プ
社
採
用
社
員
の
資
格
賃
金
表
を

（
参
考
表
3
）
で
示
し
て
い
ま

す
の
で
参
照
し
て
下
さ
い
。

グ
ル
ー
プ
各
社
は
登
用
の
基
準

や
応
募
時
期
・
方
法
、
面
談
な
ど

未
だ
に
明
ら
か
に
し
て
い
ま
せ
ん
。

「
働
き
方
改
革
」
元
年
の
節
目
に

導
入
さ
れ
る
エ
リ
ア
社
員
制
度
が
、

「
正
社
員
化
」
を
口
実
に
し
た
格

差
と
低
賃
金
の
「
合
理
化
」
手
段

と
な
る
こ
と
は
断
じ
て
許
さ
れ
ま

せ
ん
。
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「
桜
を
見
る
会
」

に
つ
い
て
、
参
院

予
算
委
員
会
で
田

村
議
員
（
共
産
）

が
取
り
上
げ
問
題

が
大
き
く
広
が
っ

て
い
ま
す
。
「
見
る
会
」
は
１

９
５
２
年
に
各
界
の
「
功
績
・

功
労
」
の
あ
っ
た
人
た
ち
を
慰

労
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
始

ま
り
開
催
要
領
で
は
招
待
の
対

象
を
皇
族
や
各
国
大
使
、
国
会

議
員
、
知
事
、
そ
の
他
各
界
の

代
表
者
等
と
定
め
て
い
ま
す
。

◆
と
こ
ろ
が
安
倍
内
閣
以
降
、

毎
年
参
加
者
と
費
用
も
膨
ら
み

首
相
や
閣
僚
、
自
民
党
な
ど
与

党
議
員
の
推
薦
枠
も
増
え
、
と

り
わ
け
安
倍
首
相
の
地
元
後
援

会
が
多
く
招
待
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い

ま
す
。

◆
公
費
（
税
金
）
を
使
い
後
援

会
活
動
を
行
う
の
は
公
私
混
同

も
甚
だ
し
く
「
見
る
会
」
の
私

物
化
そ
の
も
の
で
す
。
又
、
公

選
法
が
禁
じ
る
寄
付
行
為
や
税

金
の
目
的
外
支
出
と
い
う
財
政

法
違
反
な
ど
に
当
た
る
可
能
性

が
出
て
き
ま
す
。

◆
安
倍
首
相
は
や
ま
し
い
事
が

な
い
な
ら
ば
森
友
・
加
計
問
題

の
よ
う
に
文
書
の
改
ざ
ん
、
隠

ぺ
い
、
廃
棄
な
ど
で
逃
げ
回
る

の
で
は
な
く
、
国
民
に
納
得
の

い
く
説
明
を
国
会
で
す
べ
き
で

す
。
10
月
よ
り
消
費
税
を
上
げ

て
国
民
に
負
担
を
強
い
な
が
ら

こ
ん
な
勝
手
な
こ
と
は
許
せ
ま

せ
ん
。

（
Ｔ
）

資格等級 Ⅴ評価 Ⅳ評価 Ⅲ評価 Ⅱ評価 Ⅰ評価

エリア社員資格1級 95,300 85,000 74,700 64,400 54,100

エリア社員資格2級 85,700 76,400 67,100 57,800 48,500

エリア社員資格3級 75,900 67,700 59,500 51,300 43,100

エリア社員資格4級 71,100 63,400 55,700 48,000 40,300

エリア社員の成果手当額 （表１）

資格等級 資格賃金 加給上限額

エリア社員資格1級 173,520 74,370

エリア社員資格2級 146,310 76,430

エリア社員資格3級 119,090 78,510

エリア社員資格4級 102,510 82,520

エリア社員の資格賃金と加給上限額 （表２）

調整上限額

197,600円

資格等級 資格賃金 加給上限額

エキスパート資格１級 247,390 61,700

エキスパート資格２級 220,290 73,200

エキスパート資格３級 193,090 82,600

一般資格１級 147,990 98,300

一般資格２級 110,990 61,700

調整上限額

246,290円

自社採用社員の資格賃金と加給上限額（参考：表３）


